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潮
来
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

潮
来
税
務
署☎

０
２
９
９
（
６
６
）
６
９
３
１

平
成
27
年
分
の
所
得
税
等
の
確
定
申
告
の

相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
付
は
、
２
月
16
日

（
火
）
か
ら
３
月
15
日
（
火
）
ま
で
（
税
務

署
の
閉
庁
日
：
土
・
日
・
祝
日
等
を
除
く
）

で
す
。

確
定
申
告
期
間
中
は
大
変
混
雑
し
、
長
時

間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
れ
ば
、
ご
自

宅
で
確
定
申
告
書
等
が
作
成
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（w

w
w
.

nta.go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
27
年
度
パ
ソ
コ
ン
農
業
簿
記

講
習
会
開
催

農
林
水
産
課
（
北
浦
庁
舎
）

☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

平
成
27
年
度

商
工
・
労
働
・
消
費

者
セ
ミ
ナ
ー
開
催

商
工
観
光
課
（
北
浦
庁
舎
）

☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

本
年
１
月
か
ら
本
格
稼
働
し
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
制
度
に
つ
い
て
、
事
業
者
・
労
働
者
・

消
費
者
が
知
識
を
共
有
し
、
共
通
理
解
で
き

る
よ
う
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
対
応
に
つ
い

て
」
の
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
ま
す
。

【
期

日
】

２
月
20
日
（
土
）

【
時

間
】

午
後
１
時
30
分
～
午
後
４
時

【
対

象
】

市
内
お
よ
び
近
隣
市
町
村
一
般
市
民

【
募
集
人
数
】

１
０
０
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

【
場

所
】

麻
生
公
民
館

２
階

研
修
室

【
料

金
】

無
料

【
申
込
方
法
】

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
商
工
観
光
課

（
北
浦
庁
舎
）
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
申
込
締
切
】

２
月
15
日
（
月
）

「
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
花か

な菜
」
の
オ
ー

プ
ン
に
つ
い
て

商
工
観
光
課
（
北
浦
庁
舎
）

☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

市
で
は
、
新
鮮
な
行
方
野
菜
や
豊
富
な
畜
・

水
産
物
を
フ
レ
ン
チ
や
イ
タ
リ
ア
ン
に
取
り
入

れ
た
欧
風
料
理
が
味
わ
え
る
レ
ス
ト
ラ
ン
を

期
間
限
定
で
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。
皆
さ
ま
の

お
越
し
を
心
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

【
営
業
期
間
】

２
月
２
日
（
火
）
～
３
月
30
日
（
水
）

※�

毎
週
月
曜
日
休
業
（
祝
日
の
場
合
は
翌
日

休
業
）

◆
ラ
ン
チ
（
完
全
予
約
制
）

午
前
11
時
～
午
後
２
時

◆
ス
イ
ー
ツ
＆
テ
ィ
ー
タ
イ
ム

午
後
２
時
～
午
後
４
時

◆
デ
ィ
ナ
ー
（
完
全
予
約
制
）

Ⅰ
部

午
後
５
時
～

Ⅱ
部

午
後
７
時
～

【
場

所
】

行
方
市
山
田
１
０
９
５

緑
と
風
の
農
園
（
髙
栁
秀
樹
邸
家
屋
使
用
）

【
予
約
受
付
】

鹿
島
セ
ン
ト
ラ
ル
ホ
テ
ル

予
約
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
２
９
９
‐
９
５
‐
５
５
２
２
）

【
お
問
い
合
わ
せ
】

◆
鹿
島
セ
ン
ト
ラ
ル
ホ
テ
ル
予
約
セ
ン
タ
ー

（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時
）

◆
商
工
観
光
課
（
北
浦
庁
舎
）（
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時
15
分
※
平
日
の
み
）

パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
農
業
簿
記
講
習
会
を
開

催
し
ま
す
。

【
期

日
】

２
月
４
日
（
木
）、
２
月
18
日
（
木
）

【
時

間
】

午
後
７
時
～
午
後
９
時

【
場

所
】

玉
造
公
民
館

【
対  

象  

者
】

農
業
簿
記
経
験
者
、
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操

作
が
で
き
る
農
業
者

【
募
集
人
数
】

各
日
10
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締
切
）

【
料

金
】

無
料

【
申
込
方
法
】

電
話
に
て
、
受
講
を
希
望
す
る
会
場
、
氏

名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
経
営
作
物
、
パ

ソ
コ
ン
知
識
な
ど
農
林
水
産
課
農
業
振
興
グ

ル
ー
プ
（
北
浦
庁
舎
）
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

【
申
込
締
切
】

各
開
講
日
前
日
ま
で
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行方都市計画における案の作成にあたり、広く住民の皆さまからご意見をいただくため、都市計画法に基づき、次

のとおり都市計画の素案を閲覧に供し、公聴会を開催します。

公聴会では、都市計画の素案に対して意見を述べることができます。意見を述べることを希望される方は、公述申

出書を提出してください。なお、公述の申し出がない場合には、公聴会は開催されません。

（１）都市計画の素案の閲覧
①期 間 ２月３日（水）～２月 12 日（金）まで（土・日曜日および祝日を除く）

②時 間 午前８時 30 分～午後５時 15 分

③場 所 総合窓口室（麻生庁舎・北浦庁舎）、都市建設課（玉造庁舎）

④閲覧内容 行方都市計画 用途地域の変更（行方市決定）

・上山鉾田工業団地地区（行方市芹沢の一部）

・麻生第一、第二、第三、第四地区（行方市麻生、粗毛および富田の一部）

（２）公聴会の開催
①開催日時 ２月 19 日（金） 午後１時半から

②開催場所 行方市役所 玉造庁舎２階 第２会議室（玉造甲 404）

※公述の申し出がない場合には、公聴会は開催されません。

※公聴会は傍聴できますので、希望される方は開催時間までに直接会場へお越しください。

（３）公述申出書の提出
・�都市計画の素案に対し、意見を述べることができます。希望される方は、公述申出書（用紙は都市建設課にあ

ります）を提出してください。

①申出期間 ２月３日（水）～２月 12 日（金）必着

②提  出  先 〒 311-3512 茨城県行方市玉造甲 404 行方市長 鈴木 周也（都市建設課扱い）あて

都市計画の案の作成に係る公聴会の開催について

【問い合わせ】都市建設課 都市計画グループ（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

公の施設の指定管理者が決定しました

【問い合わせ】総合戦略課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

市の公の施設の指定管理者の指定議案が、12 月の定例市議会で可決され、各施設の指定管理者が決定しました。

各施設における指定管理者と指定期間は次のとおりです。

施設名 指定管理者 所管課 指定期間

霞ヶ浦ふれあいランド
（一財）行方市開発公社

商工観光課

平成 28 年４月１日

～平成 29 年３月 31 日観光物産館「こいこい」

あそう温泉「白帆の湯」

（株）共立メンテナンス
平成 28 年４月１日

～平成 31 年３月 31 日
行方市北浦荘

天王崎観光交流センター「コテラス」

指定管理者制度とは、公の施設の管理運営を、市に代わって民間事業者等が

行うもので、民間の活力とノウハウを活用して、より質の高い市民サービスの提

供と経費削減につなげることを目的とした制度です。
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問い合わせ 収納対策課（麻生庁舎） ☎ 0299－72－0811

税 金 のお知らせ
不動産公売の案内

差押不動産の入札による公売を実施します。買受を希望する方は、下記
の内容をよくご確認の上、入札してください。また、詳細は、市役所各庁
舎にある「公売広報」や市ホームページでご覧いただけます。
■公売日時 ３月１日（火）
■受 付 午後０時 50 分 入札説明 午後１時
■入札開始 午後１時 20 分 入札終了 午後２時
■場 所 茨城県行方合同庁舎２階大会議室（麻生 1700 番地６）
■執行機関 行方市

■公売対象不動産
売却区分 所在 地番 地目 地積（㎡） 見積金額（円） 公売保証金（円）

15-4 山田字舅入 3524 番 田 3618 140,000 20,000

15-6 小幡字水無沖 83 番 10 畑 3286 1,400,000 140,000

＊詳細は「公売広報」をご覧ください。

■�農地法の許可を必要とする農地（田・畑）の公売参加には、行方市農業委員会の発行する『買受適格証明書』の提出が必要

となります。証明書の交付申請の手続等については、事前に行方市農業委員会事務局（北浦庁舎１階 電話 0291-35-2111）

へお問い合わせの上、証明書発行等を受けてください。

■�公売には、原則として、定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することができます。ただし、買受人の制限（国

税徴収法第 92 条）、公売実施の適正化のための措置（国税徴収法第 108 条）等、買受人となることができない方は参加でき

ません。

■�市では、買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡の義務を負いません。物件内の動産

類やごみの撤去、占有者の立ち退きなどは、すべて買受人自身で行っていただきます。また、隣地との境界は買受人と隣地

所有者で協議してください。

■�公売日直前に、滞納税の完納などで中止になる場合がありますので、入札参加前に公売実施の有無を収納対策課でご確認く

ださい。

市税口座振替領収済通知書廃止のお知らせ

口座振替を利用して市税を納付される方には、毎年４月に前年度分の「口座振替領収済通知書」をお送りし

ていましたが、経費削減および省資源化の観点から平成 27 年度振替分より廃止させていただきます。

なお、軽自動車の車検用書類として必要な「軽自動車税納税証明書（継続検査用）」は、今までどおり６月

に送付いたします。※廃止する税目：市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

◆よくある質問
Ｑ１ 廃止したのはなぜですか？

Ａ１ �口座振替・自動払込をご利用の方は「口座振替領収済通知書」を送付し、口座振替により納付済み

となった税額についてお知らせしていましたが、この通知書に記載されている内容については、預

貯金通帳への記帳により確認できるものであり、省資源化の推進による経費削減の観点から廃止さ

せていただきます。

Ｑ２ 口座振替・自動払込の場合は、領収書を発行しなくてもよいのですか？

Ａ２ �従来より口座振替・自動払込を利用して市税を納めていただいた場合は、領収書を発行しておりま

せんでした。これまで送付していた「口座振替領収済通知書」は納付済みとなった税額のお知らせ

であり、領収書や納税証明書としてお使いいただくことはできないものです。公的な証明書が必要

な場合は「納税証明書」を申請してください。

口座振替領収済通知書が送付されなくなります

今月の税金

○国民健康保険税 第８期
納付期限（口座振替日）は
２月２９日です。
































